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「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の 
        基準について」の一部改正について 
 
 
 標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達したので、

了知するとともに、傘下会員に対し周知徹底を図られたい。 
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 各地方運輸局長 殿 
  沖縄総合事務局長 殿 
 
 
 
                         自 動 車 局 長 
                                               （ 公 印 省 略 ） 
 
 

「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の 
        基準について」の一部改正について 
 
 
 今般、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成 25

年 9 月 17 日付け国自安第 138 号、国自旅第 218 号、国自整第 162 号）の一部を別添新旧

対照表のとおり改正したので、遺漏なきよう取り扱うとともに、関係事業者に対し周知さ

れたい。 
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別 添 

一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について（新旧対照表） 

 

新 

 

旧 

 

国 自 安 第 １ ３ ８ 号 

国 自 旅 第 ２ １ ８ 号 

国 自 整 第 １ ６ ２ 号 

平成２５年９月１７日 

一部改正 平 成２６ 年１月 ２４ 日 

一部改正 平 成２６ 年１月 ２４ 日 

一部改正 平 成２６ 年４月 ２５ 日 

一部改正 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 

一部改正 平 成２８ 年６月 ３０ 日 

一部改正 平成２８年１１月１８日 

一部改正 平 成２９ 年１月 １３ 日 

一部改正 平 成２９ 年３月 １４ 日 

一部改正 平 成３０ 年３月 ３０ 日 

一部改正 令 和２年 １１月 １８ 日 

一部改正 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

一部改正 令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

 

 各 地 方 運 輸 局 長  殿 

 沖縄総合事務局長  殿 

 

                                     

                        自 動 車 局 長 

 

 

一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 

 

（略） 

１．通則 

（１）～（６）（略） 

 

国 自 安 第 １ ３ ８ 号 

国 自 旅 第 ２ １ ８ 号 

国 自 整 第 １ ６ ２ 号 

平成２５年９月１７日 

一部改正 平 成２６ 年１月 ２４ 日 

一部改正 平 成２６ 年１月 ２４ 日 

一部改正 平 成２６ 年４月 ２５ 日 

一部改正 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 

一部改正 平 成２８ 年６月 ３０ 日 

一部改正 平成２８年１１月１８日 

一部改正 平 成２９ 年１月 １３ 日 

一部改正 平 成２９ 年３月 １４ 日 

一部改正 平 成３０ 年３月 ３０ 日 

一部改正 令 和２年 １１月 １８ 日 

一部改正 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

 

 

 各 地 方 運 輸 局 長  殿 

 沖縄総合事務局長  殿 

 

                                     

                        自 動 車 局 長 

 

 

一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 

 

（略） 

１．通則 

（１）～（６）（略） 
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（７）違反の内容又は輸送の安全確保義務違反（法第２３条第１項、第２３条の５

第２項及び第３項並びに第２７条第１項から第３項までの規定に係る違反行

為をいう。）に伴い引き起こした重大事故等（自動車事故報告規則（昭和２６

年運輸省令第１０４号）第２条第３号に規定する事故又は２０人以上の軽傷者

を生じた事故（当該事故の第一当事者（最初に事故に関与した車両等の運転者

又は特定自動運行保安員（以下「運転者等」という。）のうち、当該事故にお

ける過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が

軽い者をいう。以下同じ。）と推定されるものに限る。）をいう。以下同じ。）

の内容が次に掲げる場合は、（５）及び（６）の基準による行政処分等を加重

することができる。この場合、加重は原則として（５）及び（６）の基準によ

る基準日車等の２倍を上回らないもの（（５）及び（６）の基準による基準日

車等が勧告である場合は警告、警告である場合は１０日車）とする。 

①・②（略） 

（８）～（12）（略） 

（13）法第２２条の２若しくは第２９条の３又は運輸規則第３８条第６項の規定に

違反した事業者に対し行政処分等を行う場合において、主たる事務所に営業所

を併設しているときは、その営業所に係るものとして、主たる事務所に営業所

を併設していないときは、（12）①から③までに掲げる営業所に係るものとし

て取り扱うものとする。 

（14）・（15）（略） 

４．事業の停止処分 

（１）（略） 

①（略） 

②（略） 

イ～ハ（略） 

ニ 法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第２４条第１項及び第２項

の規定に違反して、全運転者等に対して点呼を全く実施していない場合 

ホ～リ（略） 

（２）～（10）（略） 

附 則（略） 

附 則（令和５年９月２９日 国自安第７０号、国自旅第１７１号、国自整第１１

５号） 

１．この通達は、令和５年１０月１日から施行する。 

２．令和５年９月３０日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定

により行政処分等を行うものし、令和５年４月１日以降に確認した違反行為に

（７）違反の内容又は輸送の安全確保義務違反（法第２３条第１項、第２３条の５

第２項及び第３項並びに第２７条第１項から第３項までの規定に係る違反行

為をいう。）に伴い引き起こした重大事故等（自動車事故報告規則（昭和２６

年運輸省令第１０４号）第２条第３号に規定する事故又は２０人以上の軽傷者

を生じた事故（当該事故の第一当事者（最初に事故に関与した車両等の運転者

のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場

合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同じ。）と推定されるものに限る。）

をいう。以下同じ。）の内容が次に掲げる場合は、（５）及び（６）の基準に

よる行政処分等を加重することができる。この場合、加重は原則として（５）

及び（６）の基準による基準日車等の２倍を上回らないもの（（５）及び（６）

の基準による基準日車等が勧告である場合は警告、警告である場合は１０日

車）とする。 

①・②（略） 

（８）～（12）（略） 

（13）法第２２条の２若しくは第２９条の３又は運輸規則第３８条第５項の規定に

違反した事業者に対し行政処分等を行う場合において、主たる事務所に営業所

を併設しているときは、その営業所に係るものとして、主たる事務所に営業所

を併設していないときは、（12）①から③までに掲げる営業所に係るものとし

て取り扱うものとする。 

（14）・（15）（略） 

４．事業の停止処分 

（１）（略） 

①（略） 

②（略） 

イ～ハ（略） 

ニ 法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第２４条第１項及び第２項

の規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合 

ホ～リ（略） 

（２）～（10）（略） 

附 則（略） 

（新設） 
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あっては、改正後の運輸規則の規定に読み替えて行政処分等を行うものとす

る。 

 



（参考） 別表

適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項 適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項
　運輸規則第１５条の２第１項 特定自動運行保安員の選任数に関する義務違反 警告 １０日車 （新設）

　運輸規則第１５条の２第２項 特定自動運行保安員の乗務等義務違反 警告 １０日車 （新設）

　運輸規則第１５条の２第３項 特定自動運行旅客運送のための体制の整備違反 １０日車 ２０日車 （新設）

　運輸規則第１５条の２第４項 特定自動運行旅客運送の事故の場合の旅客及び死傷者に （新設）
対する措置義務違反
１　旅客に対する措置義務違反 警告 １０日車
２　死傷者の措置義務違反 ６０日車 １２０日車

　運輸規則第１５条の２第６項 特定自動運行旅客運送の早発等の禁止違反 勧告 警告 （新設）

　運輸規則第１５条の２第９項 特定自動運行旅客運送の警音器吹鳴義務違反 警告 １０日車 （新設）

　運輸規則第２１条第１項 １　「旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項の規定 　運輸規則第２１条第１項 １　「旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項の規定
　に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗 　に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
　務時間に係る基準 」（ 平成１３年国土交通省告示第１６ 　務時間に係る基準 」（ 平成１３年国土交通省告示第１６
　７５号。以下「乗務時間等告示」という。）に従った勤務時 　７５号。以下「乗務時間等告示」という。）に従った勤務時
　間及び乗務時間の設定違反 　間及び乗務時間の設定違反
　①設定不適切 警告 １０日車 　①設定不適切 警告 １０日車
　②未設定 １０日車 ２０日車 　②未設定 １０日車 ２０日車
２　乗務時間等告示の遵守違反（注１） ２　乗務時間等告示の遵守違反（注１）
　①各事項の未遵守計５件以下 警告 １０日車 　①各事項の未遵守計５件以下 警告 １０日車
　②各事項の未遵守計６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車 　②各事項の未遵守計６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車
　③各事項の未遵守計１６件以上（注２） ２０日車 ４０日車 　③各事項の未遵守計１６件以上（注２） ２０日車 ４０日車

　①　各事項の未遵守計１件 １０日車 ２０日車 　①　各事項の未遵守計１件 １０日車 ２０日車
　②　各事項の未遵守計２件以上 ２０日車 ４０日車 　②　各事項の未遵守計２件以上 ２０日車 ４０日車
（注２） （注２）

　運輸規則第２１条第４項 酒酔い・酒気帯び運行の業務 １００日車 ２００日車 　運輸規則第２１条第４項 酒酔い・酒気帯び乗務 １００日車 ２００日車

　運輸規則第２１条第５項 １　疾病、疲労等のおそれのある運行の業務（注１） 　運輸規則第２１条第５項 １　疾病、疲労等のおそれのある乗務（注１）
　①未受診者１名 警告 １０日車 　①未受診者１名 警告 １０日車
　②未受診者２名 ２０日車 ４０日車 　②未受診者２名 ２０日車 ４０日車
　③未受診者３名以上 ４０日車 ８０日車 　③未受診者３名以上 ４０日車 ８０日車
２　未受診者による健康起因事故が発生したもの（注２）（注３） ４０日車 ８０日車 ２　未受診者による健康起因事故が発生したもの（注２）（注３） ４０日車 ８０日車
３　疾病、疲労等による運行の業務 ８０日車 １６０日車 ３　疾病、疲労等による乗務 ８０日車 １６０日車
４　薬物等使用運行の業務 １００日車 ２００日車 ４　薬物等使用乗務 １００日車 ２００日車
（注１） （注１）

疾病のおそれのある乗務とは、過去１年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で乗務させることをいう。
従事させることをいう。
（注２） （注２）
健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者（当該運転者を除く。）が生じた 健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者（当該運転者を除く。）が生じた
重大事故等をいう。 重大事故等をいう。
（注３） （注３）
事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事 事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の健康診断を受診させずに乗務させていた場合、
させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、 または、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密
要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させ 検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合のいずれかに該当した
ていた場合のいずれかに該当した場合に適用する。 場合に適用する。
なお、２を適用した運転者は、１の調査対象から除く。 なお、「２」を適用した運転者は、「１」の調査対象から除く。

　運輸規則第２１条第７項 乗務員等の体調悪化時等における措置義務違反 警告 １０日車 　運輸規則第２１条第７項 乗務員の体調悪化時等における措置義務違反 警告 １０日車

　運輸規則第２５条第１項、 業務の記録義務違反 　運輸規則第２５条第１項、 乗務等の記録義務違反
　　　　　　　　　　　　　第４項 　１　記録（30業務に対して） 　　　　　　　　　　　　　第４項 　１　記録（30乗務に対して）

　　①記録なし５件以下 警告 １０日車 　　①記録なし５件以下 警告 １０日車
　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車 　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車
　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車 　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車
　２　記録事項の不備 警告 １０日車 　２　記録事項の不備 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車
　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車
　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車 　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車

　４週間を平均した１週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数として
計上し基準日車等を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり基準日車を算出し、上記の基準日車等に合算する。

　４週間を平均した１週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数として
計上し処分日車数を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり処分日車数を算出し、上記の処分日車数に合算する。

　　通達本文４．（１）②ハに該当するものを除く。 　　通達本文４．（１）②ハに該当するものを除く。

疾病のおそれのある運行の業務とは、過去１年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に

初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

（注１） （注１）

○一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準　　　新旧対照表

新 旧
違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等

1 



適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項 適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

新 旧
違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等

　運輸規則第２６条第１項 運行記録計による記録義務違反 　運輸規則第２６条第１項 運行記録計による記録義務違反
　１　記録（運行記録計による記録が必要な30業務に対して） 　１　記録（運行記録計による記録が必要な30乗務に対して）
　　①記録なし５件以下 警告 １０日車 　　①記録なし５件以下 警告 １０日車
　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車 　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車
　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車 　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車
　２　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　２　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車
　３　記録の保存 　３　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車
　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車 　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車

　運輸規則第２７条第１項 運行基準図の作成、運転者等への指導義務違反 　運輸規則第２７条第１項 運転基準図の作成、運転者への指導義務違反
　１　作成 　１　作成
　　①一部作成なし 警告 １０日車 　　①一部作成なし 警告 １０日車
　　②全て作成なし １０日車 ２０日車 　　②全て作成なし １０日車 ２０日車
　２　営業所への備付け 警告 １０日車 　２　営業所への備付け 警告 １０日車
　３　記載事項の不備 警告 １０日車 　３　記載事項の不備 警告 １０日車
　４　運転者等への指導 　４　運転者への指導
　　①一部未実施 警告 １０日車 　　①一部未実施 警告 １０日車
　　②大部分未実施 １０日車 ２０日車 　　②大部分未実施 １０日車 ２０日車

　運輸規則第２７条第２項 運行表の作成、運転者等の携行義務違反 　運輸規則第２７条第２項 運行表の作成、運転者の携行義務違反
　１　作成 　１　作成
　　①一部作成なし 警告 １０日車 　　①一部作成なし 警告 １０日車
　　②全て作成なし １０日車 ２０日車 　　②全て作成なし １０日車 ２０日車
　２　運行表の携行 　２　運行表の携行
　　①一部携行なし 警告 １０日車 　　①一部携行なし 警告 １０日車
　　②全て携行なし ２０日車 ４０日車 　　②全て携行なし ２０日車 ４０日車
　３　記載事項の不備 警告 １０日車 　３　記載事項の不備 警告 １０日車

　運輸規則第３７条第１項 乗務員等台帳の作成、備付け義務違反 　運輸規則第３７条第１項 乗務員台帳の作成、備付け義務違反
　１　作成 　１　作成
　　①５名以下作成なし（全て作成なしを除く。） 警告 １０日車 　　①５名以下作成なし（全て作成なしを除く。） 警告 １０日車
　　②６名以上作成なし（全て作成なしを除く。） １０日車 ２０日車 　　②６名以上作成なし（全て作成なしを除く。） １０日車 ２０日車
　　③全て作成なし ２０日車 ４０日車 　　③全て作成なし ２０日車 ４０日車
　２　記載事項等の不備 警告 １０日車 　２　記載事項等の不備 警告 １０日車

　運輸規則第３７条第２項、 乗務員等台帳の保存義務違反 警告 １０日車 　運輸規則第３７条第２項 乗務員台帳の保存義務違反 警告 １０日車
　　　　　　　　　　　　第５項

　運輸規則第３８条第３項 特定自動運行保安員に対する指導監督義務違反 警告 １０日車 （新設）

特定自動運行保安員に対する指導及び監督に係る記録の （新設）
作成・保存
　１　記録
　　　①　一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告 １０日車
　　　②　全て記録なし又は記録の全部保存なし ４０日車 ８０日車
　２　記載事項等の不備 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車

　運輸規則第３８条第４項 車掌に対する指導監督義務違反 警告 １０日車 　運輸規則第３８条第３項 車掌に対する指導監督義務違反 警告 １０日車

　運輸規則第３８条第５項 非常用信号用具等取扱指導義務違反 勧告 警告 　運輸規則第３８条第４項 非常用信号用具等取扱指導義務違反 勧告 警告

　運輸規則第３８条第６項 「旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第６項の規定に基 警告 １０日車 　運輸規則第３８条第５項 「旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第５項の規定に基 警告 １０日車
づき旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監 づき旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監
督を行うために講じるべき措置」（平成１８年国土交通省告 督を行うために講じるべき措置」（平成１８年国土交通省告
示第１０８８号。）による全従業員に対する指導監督義務違 示第１０８８号。）による全従業員に対する指導監督義務違
反 反

　運輸規則第４１条 乗務員等服務規律制定義務違反 警告 １０日車 　運輸規則第４１条 乗務員服務規律制定義務違反 警告 １０日車

　運輸規則第４２条第１項 事業用自動車内の事業者名等表示義務違反 警告 １０日車 　運輸規則第４２条第１項 事業用自動車内の運転者氏名等掲示義務違反 警告 １０日車

　運輸規則第４２条第２項 物品の持込制限及び禁止行為に関する事項の表示義務違 勧告 警告 　運輸規則第４２条第２項 物品の持込制限及び禁止行為に関する事項の掲示義務違 勧告 警告
反 反

　運輸規則第４２条第３項 禁煙表示義務違反 勧告 警告 　運輸規則第４２条第３項 禁煙表示の掲示義務違反 勧告 警告

　運輸規則第４２条第４項 停留所又は乗降地点の名称の表示義務違反 勧告 警告 　運輸規則第４２条第４項 停留所又は乗降地点の名称の掲示義務違反 勧告 警告

　運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反 　運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反
2 



適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項 適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

新 旧
違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等

　（道路運送車両法（以下 整備不良車両 　（道路運送車両法（以下 整備不良車両
　「車両法」という。）第４０条 　１　整備不良のもの（当日の日常点検時以降に灯火不良 ２０日車×違反車両数 　「車両法」という。）第４０条 　１　整備不良のもの（当日の日常点検時以降に灯火不良 ２０日車×違反車両数
　から第４３条まで、第４７条） 　　になったもの等、偶発的・突発的なもの及び４を除く。） 　から第４３条まで、第４７条） 　　になったもの等、偶発的・突発的なものを除く。）

　２　不正改造のもの ４０日車×違反車両数 　２　不正改造のもの ４０日車×違反車両数
　３　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の ４０日車×違反車両数 　３　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の ４０日車×違反車両数
　　特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 　　　 特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
　　不適合車両を使用 　　　 不適合車両を使用
　４　ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落または ２０日車 ４０日車 （新設）
　　それらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生
    したもの（注）

　運輸規則第４８条の４第１項 死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者 ２０日車 ４０日車 　運輸規則第４８条の４第１項 死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者 ２０日車 ４０日車
の講習（特別講習）受講義務違反 の講習（特別講習）受講義務違反

運行管理者の講習受講義務違反 １０日車 ２０日車 運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反 １０日車 ２０日車

２０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数

（注）
・車輪が脱落した要因に事業者の関与が無く、事業者による点検整備が確実に行われていたことの証明があった場合を除く。
・車両総重量８トン以上または乗車定員３０人以上の自動車に限る。

１０日車×違反車両数 １０日車×違反車両数

２０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数
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